
 

議

案

第

四

十

八

号 

 
 

 

港

区

特

定

公

共

賃

貸

住

宅

条

例

等

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

令

和

四

年

六

月

八

日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

特

定

公

共

賃

貸

住

宅

条

例

等

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

（

港

区

特

定

公

共

賃

貸

住

宅

条

例

の

一

部

改

正

） 

第

一

条 

港

区

特

定

公

共

賃

貸

住

宅

条

例

（

平

成

五

年

港

区

条

例

第

二

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

 

す

る

。 

第

二

条

第

四

号

中

「

第

一

条

第

三

号

」

を

「

第

一

条

第

四

号

」

に

改

め

る

。 

第

七

条

第

一

項

第

一

号

中

「

若

し

く

は

」

を

「

、

」

に

改

め

、

「

）

」

の

下

に

「

若

し

く

は

本

人

と

と

も

 

に

港

区

男

女

平

等

参

画

条

例

（

平

成

十

六

年

港

区

条

例

第

三

号

）

第

九

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

み

な

と

 

マ

リ

ア

ー

ジ

ュ

制

度

を

利

用

す

る

者

（

以

下

「

み

な

と

マ

リ

ア

ー

ジ

ュ

制

度

の

相

手

方

」

と

い

う

。

）

」

を

 

加

え

、

同

項

第

二

号

中

「

）

」

の

下

に

「

、

児

童

福

祉

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

百

六

十

四

号

）

第

二

十

 

七

条

第

一

項

第

三

号

の

規

定

に

よ

り

同

法

第

六

条

の

四

に

規

定

す

る

里

親

で

あ

る

本

人

に

委

託

さ

れ

て

い

る

 



 

児

童

（

次

項

第

四

号

に

お

い

て

「

里

子

」

と

い

う

。

）

又

は

み

な

と

マ

リ

ア

ー

ジ

ュ

制

度

の

相

手

方

」

を

加

 

え

、

同

条

第

二

項

第

一

号

中

「

若

し

く

は

配

偶

者

」

を

「

、

配

偶

者

若

し

く

は

み

な

と

マ

リ

ア

ー

ジ

ュ

制

度

 
の

相

手

方

」

に

改

め

、

同

項

第

四

号

中

「

親

族

」

の

下

に

「

、

里

子

又

は

み

な

と

マ

リ

ア

ー

ジ

ュ

制

度

の

相

 

手

方

」

を

加

え

る

。 

第

二

十

六

条

第

一

項

第

一

号

中

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

若

し

く

は

み

な

と

マ

リ

ア

ー

ジ

ュ

制

度

の

相

手

方

 

を

加

え

、

「

使

用

者

若

し

く

は

」

を

「

使

用

者

、

」

に

改

め

る

。

 

（

港

区

営

住

宅

条

例

の

一

部

改

正

） 

第

二

条 

港

区

営

住

宅

条

例

（

平

成

六

年

港

区

条

例

第

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 
 

第

七

条

第

一

項

第

二

号

中

「

）

」

の

下

に

「

、

児

童

福

祉

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

百

六

十

四

号

）

第

 

二

十

七

条

第

一

項

第

三

号

の

規

定

に

よ

り

同

法

第

六

条

の

四

に

規

定

す

る

里

親

で

あ

る

本

人

に

委

託

さ

れ

て

 

い

る

児

童

（

次

項

に

お

い

て

「

里

子

」

と

い

う

。

）

」

を

加

え

、

同

条

第

二

項

中

「

親

族

」

の

下

に

「

、

里

 

子

」

を

加

え

る

。 

（

港

区

立

住

宅

条

例

の

一

部

改

正

） 

第

三

条 

港

区

立

住

宅

条

例

（

平

成

六

年

港

区

条

例

第

二

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 
 

第

二

条

第

二

号

中

「

第

一

条

第

三

号

」

を

「

第

一

条

第

四

号

」

に

改

め

る

。

 

 
 

第

七

条

第

一

項

第

二

号

中

「

）

」

の

下

に

「

、

児

童

福

祉

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

百

六

十

四

号

）

第

 

二

十

七

条

第

一

項

第

三

号

の

規

定

に

よ

り

同

法

第

六

条

の

四

に

規

定

す

る

里

親

で

あ

る

本

人

に

委

託

さ

れ

て

 

」 



 

い

る

児

童

」

を

加

え

る

。 

 
 

 

付 

則 
こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。 

（

説 

明

） 

 

特

定

優

良

賃

貸

住

宅

の

供

給

の

促

進

に

関

す

る

法

律

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

省

令

（

令

和

四

年

国

土

 

交

通

省

令

第

十

四

号

）

の

施

行

に

よ

る

特

定

優

良

賃

貸

住

宅

の

供

給

の

促

進

に

関

す

る

法

律

施

行

規

則

（

平

成

 

五

年

建

設

省

令

第

十

六

号

）

の

一

部

改

正

を

踏

ま

え

、

同

居

す

る

こ

と

が

で

き

る

者

の

範

囲

を

拡

大

す

る

ほ

か

 

規

定

を

整

備

す

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 

、 


